
令和３年１月８日 

 

岡山県における新型コロナウイルス感染症拡大予防の 

ための協力要請（特措法２４条９項） 

 

１ 区 域  岡山県全域 

２ 期 間  令和３年１月８日から緊急事態宣言が解除される日まで 

３ 実施内容 

令和３年１月７日に、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域について、

新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条第１項に基づく新型コロナウ

イルス感染症緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）が出された。 

こうした状況を受け、県では、同法第２４条第９項の規定に基づき、県民、

事業者等に対し、以下の対応を要請することとする。 

なお、今後の流行状況や要請への対応状況等を踏まえ、必要な場合には、期

間の延長や内容の見直しを行う。 

 

（１）「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、「人

と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめ

とした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する「新しい生活様式」

の実践を徹底すること。 

（２）長時間、大人数での飲食を控えること。 

（３）業種別ガイドライン等を遵守していることが確認できない施設、店舗等の

利用を控えること。 

（４）緊急事態宣言が出されている地域との不要不急の往来は控えること。ま

た、帰省や旅行など県境を越えての移動については、慎重に検討すること。

特に、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えること。 

（５）催物（イベント）等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの

密」が発生しない席の配置や、「人と人の距離の確保」、「マスクの着用」、

催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による

行動管理等、主催者において、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加

者名簿による連絡先の把握や、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用をす

ること。 

（６）事業者において、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人

との接触を低減する取組に努めること。 
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（７）事業者において、職場や店舗等における業種別ガイドラインに沿った感染

防止のための取組を行うこと。 

・手洗い、手指消毒及び咳エチケット 

・職員同士の距離確保 

・事業場の換気励行 

・複数人が触る箇所の消毒 

・発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛 

・出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用 

・特に、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染に注意 

 

 

 

医療機関、高齢者施設等における留意事項 
 

１ 従事者等が感染源とならないよう、｢三つの密｣が生じる場を徹底して避け

ること。 

 

２ 症状がなくても、患者や利用者と接する際にはマスクを着用すること。 

 

３ 手洗い、手指消毒を徹底すること。 

 

４ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するものは、定期 

 的に消毒すること。 

 

５ 食堂や詰め所で飲食する場合、他の従事者と一定の距離を保つこと。 

 

６ 日々の体調を把握して、少しでも調子が悪ければ自宅待機すること。 

 

７ 面会者からの感染を防ぐため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、 

緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討すること。 

 

８ 患者又は利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地域では、施 

設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院患者又は利用者

の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

 

９ 入院患者又は利用者等について、新型コロナウイルス感染症を疑った場合 

は、早急に個室隔離し、保健所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、 

接触予防策、飛沫感染予防策を実施すること。 


